
Step１． システムヘアクセス 

新規申請の方は、【初回枠】（画面が緑色の申請画面）での申請となります。

Step２． 個人情報の取り扱いについてご確認いただき、
「確認し、同意しました。」にチェックを入れ、「次へ」をクリック

              全部で8項目ございます。

ご確認の上、チェックボックスにチェックをお願いします。

「次へ」をクリック
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Step3． 申請フォームへ画面が変わります。必要事項を記入します。

【必要事項】
申請種別（法人・個人事業主）を選択します。

～法人の場合～
※法人番号
①法人名
②申請事業所名
③【申請事業所】代表者役職名
④【申請事業所】代表者氏名
⑤連絡先メールアドレス

              ⑥事業内容の選択
⑦交付申請額（円）
※申請日は自動反映されます。

～個人事業主の場合～
①法人名（個人事業主名）
②申請事業所名
③【申請事業所】代表者役職名
④【申請事業所】代表者氏名
⑤連絡先メールアドレス
⑥事業内容の選択
⑦交付申請額（円）
※個人事業主の場合は、法人番号は不要です。
※申請日は自動反映されます。
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申請日は自動で入力されます。

※法人の方のみご記入下さい。

③ ④ ⑤

今回申請する事業内容を選択します。⑥

⑦ 交付申請額を記入します。

①

②

「法人」を選択すると、「法人番号」の記入欄が出ます。
「個人事業主」を選択すると、「法人番号」の欄は出ません。

＊補助対象経費の1/2の額、または上限500万円のいずれか低い額を記入してください。



Step4． 下へスクロールし、必要書類をアップロードします。

【必要書類】
①補助金交付申請書
→申請書に現況写真が入りきらない場合は、別途アップロードしてください。

②（別紙）CO2削減量算定シート
③見積書の写し2つ（見積書①、見積書②、見積書③）
④導入機器のカタログ等
設備更新の場合は高効率設備であることが確認できるもの等
→カタログ、シミュレーションが複数ある場合は②、③にアップロードしてください。

申請書に入りきらない場合は、
こちらに写真をアップロードし
てください。

①

②

③

カタログ、シミュレーションが複数ある場合等にご活用下さい。
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④



Step4． 下へスクロールし、必要書類をアップロードします。

【必要書類】
⑤高効率設備であることが分かる資料
→更新設備が高効率設備のうち、「③その他設備」に該当する場合のみ使用

⑥図面（導入前後の全体配置図）
⑦法人の場合は、登記事項証明書
個人事業主の場合は、営業届済証明書等

⑧法人の場合は、法人県民税・法人事業税の滞納がないことの証明書
個人の場合は、個人県民税・個人地陽成

⑨直近1年分の決算報告書の写し
法人の場合は、賃借対照表・損益計算書
個人の場合は、青色申告書

⑥

⑧

データ容量・内容により書類が分かれる場合は、
適宜②、③に該当ファイルをアップロードしてください。

⑦
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⑨

⑤



Step4． 下へスクロールし、必要書類をアップロードします。

【必要書類】
＊事業所が賃貸の場合＊
⑩賃貸契約書の写し
⑪所有者からの承諾書

＊今回の事業をリースで行う場合＊
⑫リース契約書案及び料金計算書案

＊設備更新の場合＊
⑬15年以上使用していることが確認できる書類
→更新前設備の型番の写真、購入時の領収書、図面（導入前後の全体配置図）

＊その他必要な書類＊
今回の事業をリースで行う場合は、下記の書類の提出が必須です。
〇リース会社の登記事項証明書（または営業届済証明書等）
〇リース会社の納税証明書
→法人県民税・法人事業税 あるいは 個人事業税・個人県民税

〇直近1年分の決算書の写し（貸借対照表、損益計算書、青色申告書等）

その他、必要な書類があれば、その他①～その他③にアップロードを行い、
書類名称（内容）を「その他① 内容～その他③ 内容」に記載してください。

⑪

その他にアップロードする場合は、
書類の名称をご記入ください。

⑫

⑬
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⑩



Step5． 重要事項確認書を確認し、「上記の事項を確認しました」をクリック

Step6． 必要事項が記入されているか、必要書類がアップロードされているかを
再度確認の上、 「申請します」ボタンをクリック

確認後、チェックを入れる

申請完了後、システムからの書類の差し替
えはできません。提出前に今一度内容をご
確認下さい。

申請完了！
受付完了メールが届きますので、併せてご確認下さい。
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事務局で内容確認の上、入力内容に不備・確認事項がある場合は、ご連絡させていただきます。
申請書やその他必要な書類、受付完了メールは、大切に保管下さい。

9:00～17:00
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